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島根県老人クラブ連合会の事業推進につきましては、平素から格別の

ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

私たちは、地域を基盤に展開する「健康・友愛・奉仕」の活動を通

じ、地域福祉の一翼を担う組織として、明るく、豊かで活力のある超高

齢社会の実現に向けて取り組んでいます。 

つきましては、当面する課題に係る要望事項を取りまとめましたの

で、特段のご尽力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

令和 7年 11月 13日 

 

公益財団法人 島根県老人クラブ連合会 

              会 長  原  洋 子 

 

 

 

 

 



 

要 望 事 項 
 

1. 災害時における安全で安心な避難所の整備について 

災害対策基本法においては、避難所における食糧、衣料、医薬品その

他の生活関連物資の配布及び保健医療サービス及び福祉サービスの提

供、その他避難所に滞在する被災者の生活環境の整備に必要な措置を講

ずることが定められています。 

また、避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針で

は、災害時に必要な設備や備品を整備するとともに、被災者に対する男

女別のトイレ・更衣室・洗濯干し場・授乳室・休養スペースの設置等に

よるプライバシーの確保、暑さ寒さ対策、入浴及び洗濯の機会確保の

他、子どもの遊びや学習のためのスペースの確保等、生活環境の改善対

策を講じることも明記されています。 

しかしながら、県内の避難所の中には、こうした対策が不十分な施設

も見受けられることから、早急に災害時の生活環境を整えていく必要が

あります。 

つきましては、災害発生時に、誰もが安全に安心して生活できる避難

所の整備を、市町村に働きかけていただきますようお願いします。 

 

 
 



 

2.厚生労働省令和 6年度老人保健健康増進等事業成果物の活用について 

老人クラブは、高齢者が地域を基盤として主体的に運営する自主組織

であり、健康づくりや仲間づくりのみならず、市町村や地域関係者と連

携して地域づくりにも積極的に取り組んでいます。 

老人クラブが地域の社会資源の一つとして認知され、社会的役割を 

果たしていくためには、市町村が老人クラブとの緊密なコミュニケーシ

ョンを通じて、地域における老人クラブ活動の具体的な取組みや成果を

共有して「見える化」することが重要です。 

しかしながら、令和 7年 3月に浜銀総合研究所が発行した「高齢者の

社会参加及び地域貢献に資する互助組織の推進に関する調査研究事業調

査結果報告書」によると、老人クラブに対するヒアリング等を行ってい

ない市町村が 75％を占めるなど、老人クラブ活動の現状や課題を十分に

把握できていない状況にあると考えられます。 

こうした中、市町村と老人クラブとの協働を推進するため、厚生労働

省令和 6年度老人保健健康増進等事業成果物「地域共生の推進に向けた

老人クラブとの協働を目指して」（以下「手引き」）が発刊されました。 

この手引きについては、令和 7年 5月に国から県に、県から市町村に

送付（電子メールで送信）されていますが、十分な認知・活用には至っ

ていないと推察されます。 

つきましては、市町村が、この手引きを活用して、老人クラブの状況

把握と協働の推進に努めるよう働きかけをお願いします。 


